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１．はじめに

　宮城県気仙沼市では，三陸海岸とその背後に広がる北上山系の

自然の恵みを受け，豊かで多様な文化が形成されてきた。里山に

はアカマツ林やコナラやケヤキなどの落葉広葉樹林，スギの植林

地が大面積で分布し，その自然資源は，木材や林産物，薪炭材な

どとして多様に利用され，森や里，海の暮らしを結びつけてきた。

　しかし，2011 年の東北地方太平洋沖地震により三陸沿岸部は

大きな被害を受け，暮らしや営みそのものが消失，変容し，地域

固有の自然や文化の継承と創造が大きな課題となっている。気仙

沼地域の木質バイオマス熱電供給システム「リアスの森バイオマ

スパワープラント」（「木質バイオマス事業」と略す）は，事業で

生まれた利益を地域通貨により山と海の間で循環させるなど新た

な仕組みづくりを目指している。また自伐林家など多様な主体に

よる森林利用・管理への積極的な参加に重点が置かれている。

　日本の森林・林業を取り巻く現状をみると，採算性の低下から

国内の山林の管理放棄が問題となっており，未利用材を活用した

木質バイオマス発電事業が新しい形の森林資源活用法として注目

されている。2016 年には，新たな「バイオマス活用推進基本計画」

が閣議決定され，地域に存在するバイオマスを活用し，地域が主

体となった持続可能な事業を通し農林漁業の振興や地域活性化の

ための施策が進められてきた。

　調査研究では，平地林管理 1）や都市公園 2），里山 3）を対象に

バイオマスエネルギーの活用が検討され，木質バイオマス利用に

よる農村や都市の緑地の管理についての関心が高まった。木質バ

イオマス発電用の未利用材 4）や広葉樹材 5）の供給ポテンシャル，

市民の都市近郊里山管理による木質バイオマス発生量の推定 6），

長期的な未利用材利用可能量推計 7）など持続的な利用に向けた

知見も示された。この他にも，木質バイオマスの生産コスト構造

とその低減策 8），都市近郊部平地林 9）や中山間地域 10）における

収穫・輸送コストからの可能性，CO2 削減と地域経済効果の検

討 11）のように経済的な観点からの分析事例も蓄積されている。

宮崎県内の木質バイオマス発電事業を分析した事例からは，燃料

材の安定調達のため，利益・利便性，ネットワーク・関係性，事

業安定性，取引の自由度への対応が重要であることが明らかにさ

れた 12）。こうした研究が進む中で，ランドスケープ研究の分野

においては，2012 年に「自然エネルギーとランドスケープ－ラ

ンドスケープが拓く自然エネルギーを活かした国土の未来像－」

が特集され，木質バイオマスの利用とランドスケープとの関わり

に注目した研究が蓄積されてきた 13）。また，森林学会においては，

2017 年に「バイオマス発電所は燃料の未利用木材を安定的に確

保できるのか？」という特集が組まれている 14）。

　農村計画や地域政策に関わる分野では，バイオマス利用の地域

循環システムのあり方 15）や木質バイオマスの供給力向上のため

の地域連携 16）など地域コミュニティに目をむけた研究もみられた。

また，地産地消 17），18），地域の自立 19）に向けた木質バイオマスエ

ネルギーに関わる課題の提示や政策提案がなされ，国際的な視野

で日本の木質バイオマス利用促進政策を比較した研究 20）も進展

している。そこで，今後は，岩手県紫波町における循環型まちづ

くりの中での取り組み 21）のように，持続的な木質バイオマス利

用のための地域全体での共同体制の構築が重要である。そのため，

小規模分散型木質バイオマス燃料としての薪の生産供給システ

ム 22）の事例のように，地域の事情に応じたバイオマスの利用形

態や規模を選択することが求められる。また，木質バイオマス事

業の先進地と後発地を比較した調査結果で示されるように，導入

期，発展期で企業・市民行動への影響要因が異なり，発展プロセ

スに即したビジョンが必要である 23）。

　しかしながら，地域の住民や組織を主体とした木質バイオマス

の地域内循環を目指す上で求められる市民の事業への参加意識に

ついては，愛媛県西予市の事例 24）などに限られる。また，実際

の木質バイオマスの搬出量を把握しながら，木質バイオマス事業
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に参加，あるいは参加しようとしている自伐林家などの搬出者の

状況や意向を詳細に把握し，分析した研究もみられない。

　本研究では，震災後の気仙沼市における「木質バイオマス事業」

の展開を把握した上で，市民および木質バイオマス材の搬入登録

者を対象にアンケート調査を実施し，市民の参加意識や搬出状況

を明らかにすることを目的とする。そして，市民参画型による地

域内のエネルギー自給率向上，森林環境の保全に向けた今後の対

策や課題について考察する。

２．研究方法

（１）研究対象地および「木質バイオマス事業」の概要

　気仙沼市の人口は 63,681 人，世帯数は 26,082 である（2018 年

７月末）。森林面積は約 24,046 ha，森林率が 72％であり，民有

林面積は国有林の約 4.7 倍，うち 68％が個人所有林である。国有

林及び民有林ともに人工林の面積が大きく人工林ではスギが大半

を占めており，次いでアカマツである（2012 年現在）25）。民有林

の人工林は 10 齢級をピークに山型構造，国有林の人工林のピー

クは６齢級と８齢級にあった。

　気仙沼地域エネルギー開発株式会社は 2012 年２月に設立された。

同年５月には総務省の「緑の分権改革」調査事業の被災地復興モ

デル実証調査業務を開始，10 月より発電を目的とした木質バイ

オマス材買取試験事業の検討が開始された。その後，2012 年 12

月からは未利用材（間伐材）買取が開始され，2013 年３月まで

試験的制度の運用が行われた。買取時の未利用間伐材（含水率約

50％，伐倒後２ヶ月自然乾燥した状態）をチップにすると含水率

40％程度であり，さらに乾燥させて８～10％になったものを燃料

として利用する。木質バイオマス材の買取価格は１トン 6,000 円

であり，その内 3,000 円分は地域通貨「リネリア」で支払われる。

「リネリア」の発行者は気仙沼地域エネルギー開発株式会社であり，

「木質バイオマス事業」を契機として始められた。リネリア加盟

店は気仙沼市内の 122 店舗（2018 年現在），有効期限は，発行日

から６ヶ月間である。また，気仙沼市役所は，「木質バイオマス

事業」を推進するため，2013 年８月より間伐材であることを証

明するバイオマス証明書の発行を開始し，2014 年１月からは「気

仙沼市間伐材搬出事業補助金」により，搬出する間伐材の運搬経

費（未利用材１トンあたり 1,000 円）を補助している。こうした

気仙沼市の施策と連携したバイオマス証明付き買取制度により，

バイオマス材を搬入する側は運搬経費の補助を受け，買取る側は

間伐材を対象とした固定価格で売電することができる。

　2014 年３月には木質バイオマス発電プラントの試運転が開始

され，2016 年３月から本格稼働となった。木質バイオマス発電

プラントは，400 kW の２機のガス化熱電併給プラントであり，

最大出力は 800 kW，年間の稼働時間は 310 日となっている。また，

電力 800 kW，発熱 1200 kW であり，熱については，チップの

乾燥の熱源とするとともに近隣にある２ヶ所のホテルに販売して

いる。消費燃料材は 8,000 トン / 年であり，2016 年度の平均プ

ラント稼働率は 81 .7％であった。電気のエネルギー効率は

75.3％，FIT（固定価格買取制度）で東北電力等に売電し，地元

にある２か所のホテルに売熱している。気仙沼地域エネルギー開

発株式会社では，2012 年度から毎年，自伐林業家養成塾「森の

アカデミー」を開催し，チェーンソー技能資格講習，伐倒・軽架

線による搬出講習，作業道敷設講習などの林業研修を行ってきた。

2015 年８月には「NPO 法人リアスの森応援隊」が設立され，「森

のアカデミー」を引き継いで自伐林業家などの人材育成を行うと

ともに，森林保全等に関する普及・啓発活動，地域おこし協力隊

を受け入れての人材育成（2016 年から）などを行っている。

（２）アンケート調査

　以下，気仙沼市在住の市民，および「木質バイオマス事業」へ

の間伐材等の搬入登録者を対象に行ったアンケート調査について

説明する。表－１は，アンケート調査の種類，実施期間，対象者，

配布数などを示す。表－２は，アンケート調査ごとの主な質問項

目を示す（職業や年代など基本属性を含めない）。

１）市民アンケート調査

　気仙沼市民を対象としたアンケート調査を 2012 年および 2014

年度に実施した。2012 年の市民アンケート調査（以下「市民①」

と略する。）では，「木質バイオマス事業」開始前の 2012 年８～

９月に気仙沼市全世帯を対象に，市の広報誌に挟み込み（山間部

には返信用封筒付）により 21,779 のアンケート調査票を配布した。

郵送とファクスで回答を回収し，合計 486 人からの回答が得られ，

回収率は 2％であった。このアンケート調査は，市域の林業関係

の潜在的な需要と供給，木質エネルギー導入可能性を把握するこ

とを目的とし，調査項目は，年代や職業，山林所有面積などの属

性に関する基本情報，山仕事や技術指導に対する参加意欲，薪ス

トーブの使用意欲などであった。

　2014 年に実施した市民アンケート調査（市民②）は，「木質バ

イオマス事業」を継続させるためにどの程度の市民の協力を得る

ことができるか，より具体的に把握する目的で行った。調査は市

民①の回答者および「木質バイオマス事業」に関わる林業研修の

参加者，合計 447 人を対象にした。なお，市民①の回答に連絡先

が記入されていないものがあったため，市民②の対象者は市民①

の回答者数より少なくなっている。アンケート調査票は 2014 年６

～７月に郵送で配布し，郵送にて回収した。100 人からの回答が

得られ，回収率は 22％であった。調査項目は，年代や職業，山林

所有面積などの属性に関する基本情報，「木質バイオマス事業」の

認知度や説明会への参加意欲，搬入登録に関わる課題などであった。

２）搬入登録者アンケート調査

　「木質バイオマス事業」への参加状況や今後に向けた課題など

を把握するため，搬入登録者を対象に 2014 年および 2016 年にア

ンケート調査を行った。2014 年のアンケート調査（登録①）は，

「木質バイオマス事業」の搬入登録者，合計 97 人を対象として，

６～７月に郵送で配布し，郵送にて回収した。27 人からの回答

があり，回収率は 28％であった。調査項目は，職業や山林所有

表－１　アンケートについて

表－２　各アンケートの主な調査項目
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面積などの属性に関する基本情報，2013 年８月に開始したバイ

オマス証明書付き買い取り制度への登録状況，「木質バイオマス

事業」に参加した動機や搬出量，作業道具の使用状況，搬出に関

わる課題などであった。

　2015 年 12 月までの搬入登録者，合計 153 人に対し実施したア

ンケート調査（登録②）は郵送配布し郵送にて回収した。94 人

からの回答があり，回収率は 61％であった。調査項目は，年齢

や職業，山林所有面積などの属性に関する基本情報，バイオマス

証明書付き買い取り制度への登録状況，「木質バイオマス事業」

に参加した動機，搬出作業に関わる機械の所有状況，不安なくで

きる作業や手続き，搬出に関わる課題などであった。

（３）データ解析

　市民①，②および登録①，②のアンケート調査で得られたデー

タは，各質問項目に対する無回答を取り除いて集計した。まず，

各項目について単純集計を行った。データ数の多い市民①におい

ては，「木質バイオマス事業」への参加意欲に影響を及ぼす可能

性がある項目（年代，職業，山林所有の有無，研修参加の有無，

山仕事と薪ストーブの使用状況）との関係を分析するため，クロ

ス集計を行った。２つの変数間での有意な連関があるのかはχ2

検定を用いた（5％水準で有意）。質問項目に対する回答数が５未

満となるなど，検定に必要な度数を満たしていないと判断したも

のについては，合理的な理由がある場合にのみデータを統合して

解析に用いた。年代では 10 代～40 代までの回答を若齢層の回答

として統合し，選択肢の中で内容が類似した項目間があった際に

は統合した。職業は複数回答であったため，「農林水産業」，「会

社員 / 公務員」，「その他」の３つに統合して用いた。

３．結果

（１）バイオマス材の搬入者と買取数量の推移

　2012～2017 年度の搬入登録者数と実際の搬入者数，および木

質バイオマス材の買取数量を表－３，表－４に示す。2012 年度

には搬入登録制度がなかったため搬入登録者数（「登録者数」と

略す）の数値はなかったが，実際の搬入者数（「搬入者数」と略す）

では個人が 43 あった。2013 年度になると登録者数（新規）が

111 となり，50 の個人，８組織からのバイオマス材の搬入があっ

た。2014 年度には登録者数が 139（累積）となったが，搬入者数

では個人が 31 に減少した。2015 年度の搬入者数では，実際に木

質バイオマス材を搬入した組織の数が４に減少した。2015 年度

以降は，これら４つの組織（気仙沼市内の林業経営体）が買取数

量全体の 80％前後の木質バイオマス材を搬出した。気仙沼地域

エネルギー開発株式会社に対する聞き取り調査の結果から，2012

年度のバイオマス材の搬入は主に自伐林家が所有山林を対象に行っ

たものであったこと，また，2013～2014 年にバイオマス材を搬

入した組織には，震災復興に伴う造成工事などで一時的な搬出を

行った建築業者が含まれていたことがわかった。2014 年 11 月に

は，気仙沼市八瀬地区の住民が中心となる任意団体「八瀬・森の

救援隊」が結成され，市の部分林の管理委託を受けたスギやアカ

マツの間伐などに取り組み，バイオマス材を供給するようになっ

た。2015 年度以降に登録者数は増加したが，搬入者数では個人，

組織は減少し，2017 年度には登録者数（累積）が 182，搬入者数

は個人が 19，組織は４となり，組織は森林組合などの林業経営

体のみになった。

　バイオマス材の買取数量は，2012 年度に個人からの合計 388

トンであったものが，2013 年度になると個人より 1,061 トン，組

織から 4,324 トンの合計 5,385 トンに増加した。2014 年度には個

人，2015 年度には組織の買取数量が前年度より減少したが，翌

年度には再度増加した。年度ごとにバイオマス証明書付き買い取

り制度に登録する個人が増加し，2016 年度の「木質バイオマス

事業」本格稼働時には，買取数量が 9,000 トンを超え，そのうち

個人が２割程を占めた。このことは，「木質バイオマス事業」が

目指してきた市民参加による森林資源の地域内循環，木質バイオ

マス材の８割を森林組合など組織林業から，２割を個人林業者か

ら調達する，という目標値の到達を示すものとなる。一方，2017

年度は個人，組織とも前年度より減少し，買取数量は個人が 1,334

トン，組織が 5,877 トンの合計 7,211 トンとなった。聞き取り調

査によると，2017 年度に買取数量が減少したのは，2016 年度の

買取数量がプラントの年間の消費燃料である 8,000 トンを上回っ

たため，余剰がでないよう調整したためであった。林業経営体か

らのバイオマス材の買取数量は状況に応じた調整が可能となって

いる。また，個人の搬入者数が減少する背景としては，間伐対象

となる個人所有の山林の面積が小さいことから，一度間伐すると

その後すぐにバイオマス材が搬出できない状況があることがあげ

られた（聞き取り調査による）。

（２）「木質バイオマス事業」に対する市民の参加意識

　表－５は，市民に対する２つのアンケート調査，市民①（2012

年実施）および②（2014 年実施）の回答者の職業（複数回答含む）

を示す。その他と回答した割合が最も高く（54％，47％），次い

で農業（21％，28％），会社員（20％，17％）であった。表－６は，

年代ごとの回答者数と農林水産業従事者数（複数回答を含むため

延べ人数となる）である。60 代（① 167 人，35％，② 36 人，

38％）の割合が高く，次いで 70 代（22％，22％），50 代（20％，

15％）であった。農林水産業への従事者は 40～80 代にみられたが，

多くは 60～70 代であった。

　市民①，②において山林を所有する回答者の割合は，それぞれ

61％，68％であった。市民①での山林所有面積は，3 ha 未満が

59％，３～10 ha が 24％，10 ha 以上は 18％であった。市民②で

は，1 ha 未満が 40％（26 人），１～20 ha が 57％，80 ha 以上が

3％であった。市民②において 1 ha 以上の山林を所有する回答者

の職業は，林業（8％），農業（35％），会社員（16％）となり，

80 ha 以上では，漁業とその他であった。また，所有山林の管理（複

表－３　2012～2017 年度の登録者数と搬入者数

表－４　2012～2017 年度の木質バイオマス材の買取数量（トン） 

表－５　市民①と市民②の職業
（複数回答，市民①　N ＝ 442，市民②　N ＝ 89） 

表－６　市民①と市民②の年代ごとの
回答者数と農林水産業従事者数
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数回答を含む）については，「管理なし」が市民①で 62％，市民

② 50％であり，「自分で手入れ」は市民① 27％，② 39％であっ

た。「森林組合などに任せる」は① 14％，② 3％であった。市民

①における所有山林を今後どうするかについての回答（複数回答）

は，「当面何もしない」（49％，136 人）の割合が最も高く，続い

て「山を売る検討をする」（21％），「自分や仲間で手入れする」

（19％），「森林組合などに任せる」（18％）であった。

　表－７には市民①，②による「木質バイオマス事業」への参加

意欲を示す。市民①では，「参加しない」44％，「条件が合えば参

加したい」34％，「参加したい」22％であった。市民②では，「自

分の山から出してみたい」が 38％，「詳しい説明を聞きたい」は

14％，「山はないが搬出する作業を手伝いたい」が 13％であった。

図－１，図－２は，市民①に基づく年代別，職業別で見た「木質

バイオマス事業」への参加意欲を示す。年代別にみると，80 代

を除いた年代全てにおいて，参加あるいは条件があれば参加が

60％前後あり，若齢層での参加意欲が高い傾向があった。職業別

にみると，条件付きも含め「木質バイオマス事業」に参加したい

と回答したのは，農林漁従事者で最も高く（70％），次いで会社

員 / 公務員（65％），「その他」（48％）であった。「バイオマス

事業」への参加意欲は，年代（p = 0.025），職業（p = 0.002）に

よって異なる傾向があった。

　次に，市民②での搬入登録しない理由（複数回答あり）をみる

と，「登録しても自分で搬出できない」が最も多く 48％，次いで

「興味があるが山林がない」30％，「登録の必要性を知らない」

21％となった（表－８）。登録の「必要性がない」は 10％であっ

た。バイオマス燃料材を搬出できる状況にはないものの，搬入登

録に関心がある回答者が多いことがうかがえる。そして，山林管

理に関して現況で困っていること（複数回答含む）としては，「自

分でやりたいができない」が 88％であり，具体的な理由として「時

間がない」（33％），「体力に不安」（22％），「人手がない」（17％）

などがあげられた（表－９）。続いて，「興味はあるが，山が少な

い／ない」（34％），「今後がわからない」（16％）であった。間伐

材の搬出を妨げる要因としては，山林の所有，時間や体力などが

考えられた。

　ここで，薪ストーブの使用意欲と「木質バイオマス事業」への

参加意欲との関係について見ていく。図－３は，市民①における

薪ストーブの使用意欲を年代別で示した。50～80 代において「既

に使っている」という回答が 15％前後あり，10～40 代の割合が

最も少なかった。「条件が合えば，使いたい」では，50 代の割合

が最も多く，次いで 10～40 代であった。「既に使っている」と「条

件が合えば，使いたい」を合わせると，50 代が 80％で最も高く，

次いで 10～40 代 68％，60 代の 67％となった。60 代より上の年

代では使用意欲が減少する傾向があった（p = 0.003）。図－４は，

市民①に基づく薪ストーブの使用意欲と「木質バイオマス事業」

への参加意欲との関係を示した。薪ストーブを「既に使っている」

と回答した人の 79％，「条件が合えば使いたい」の 63％が，「木

表－７　木質バイオマス事業への参加意欲（市民①及び市民②）

図－１　年代別の「木質バイオマス事業」への参加意欲（市民①）

図－２　職業別の「木質バイオマス事業」への参加意欲（市民①）

表－８　搬入登録しない理由（複数回答　市民②　N ＝ 96）

表－９　現況で困っていること（複数回答　市民②　N ＝ 87）

図－３　年代別の薪ストーブの使用意欲（市民①）

図－４　薪ストーブの使用意欲と事業への参加意欲（市民①）
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質バイオマス事業」に参加（「条件が合えば」も含む）したいと

回答した。薪ストーブの使用意欲がある人が「木質バイオマス事

業」への参加意欲が高い傾向があった（p = 4.977e-09）。

（３）「木質バイオマス事業」に対する搬入登録者の意向

　「木質バイオマス事業」の搬入登録者に対する２つのアンケー

ト調査，登録①（2014 年実施）および②（2016 年実施）に対す

る回答者の職業，および 1 ha 未満の山林所有者数を表－10 に示

す。登録①，②において，回答者の職業として最も多かったのは，

農業であり，それぞれ 15 人（63％），31 人（40％）であった。

次いで多かったのは，その他となった。登録②の結果より，登録

者の年代は 40 代が４人（4％），50 代 10 人（11％），60 代 59 人

（66％），70 代 13 人（14％），80 代４人（4％）であった。登録①

の回答者の 92％，登録②の 84％が山林を所有しており，所有山

林面積では１～20 ha の割合が高く，登録①では 50％，登録②で

は 46％となる。1 ha 未満は，登録①で 27％，登録②で 25％であっ

た（表－11）。

　次に，登録①の結果に基づき，2014 年現在でのバイオマス燃

料材の搬出状況をみていく。バイオマス証明書付で「搬出した」

という回答は 28 人中で 21 人（78％）となり，そのうち，20 ト

ン以上の搬出を行ったのは７人，20 トン未満が 14 人であった。

搬出に関する苦労や搬出できない理由は，「機械・道具が足りない」

（10 人）が最も多く，次いで「人手が足りない」（９人），「採算

が合わない」（８人）であった。具体的な理由（複数選択可）では，

「年齢的に厳しい」「機械が高額」「林内を運ぶ道具がない」「作業

道を作る重機がない」「山林内の運搬（技術に不安がある）」を選

択した回答者が多かった（図－５）。

　次に，登録②の結果に基づき，森林利用や「木質バイオマス事

業」に関わる登録者の状況についてみていく。回答者 94 人のう

ちバイオマス材の搬出を行ったことがある回答者は 53 人，行っ

ていない回答者は 41 人であった。

　搬入登録した動機（複数選択可）は，「山の手入れをするきっ

かけとして」が 78％と最も割合が高く，次いで「収入になる」

（43％）であった（表－12）。一方，「バイオマス証明書の取得をやっ

たことがない」は 52％となり，主な理由は，「間伐の予定がない」

（57％），「山林がない」（16％），「やり方がわからない」（9％）で

あった（図－６）。

　また，不安なくできる作業及び手続き（複数回答可）は，回答

割合の高い順位に，「刈り払い」（80％），「伐倒」（78％），「集材

/ 玉切り」（72％）であった。一方，最も低い割合だったのは，「森

林経営計画の立案」の 5％であり，「伐採計画立て（選木）」（23％）

「伐採届・バイオマス証明の取得」（27％）の割合も低かった（図

－７）。

　図－８は，登録者の山林作業に関わる機械の所有状況（複数回

答可）を示す。最も高い割合は，「チェーンソー」が 91％であり，

次いで「運搬車両」77％となり，所有割合が低いのは，「林内作

業車」8％，「ユンボ」27％であった。運搬車両としては，軽トラ

の所有率（79％）が高かった。

　図－９は，バイオマス材搬入以外で協力できる事項への回答割

合（複数回答可）を示す。「間伐できる山林の提供」（41％）や「自

分の山林以外の間伐労務提供」（35％）の割合が高く，「自分の山

林以外の間伐の労務提供」は 22％であった。

表－10　登録①と登録②の職業，および１ha 未満の山林所有者
（複数回答　登録①　N ＝ 24　登録②　N ＝ 78）

表－11　山林所有及び所有山林面積　表－12　搬入登録した動機
 （ha）（登録①と登録②）（複数回答　登録①　N ＝ 23）

図－５　登録者の苦労と搬出できない理由　（複数回答　登録①）

図－６　バイオマス証明書を取得しない理由
（複数回答　登録②　N ＝ 44）

図－７　不安なくできる作業及び手続き
　　（複数回答　登録②　N ＝ 79）

図－８　山林作業に関わる機械の所有状況
（複数回答　登録②　N ＝ 88）
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　図－10 は，山林利用に関して苦労している事項（複数回答可）

を示す。回答割合が高いのは，「時間が足りない」（38％），「道具・

機械が足りない」（37％）であり，次いで「採算が合わない」

（25％），「年齢的に厳しい」（23％）であった。

４．考察

（１）バイオマス材の搬入者と買取数量

　気仙沼市の「木質バイオマス事業」は，東日本大震災後の

2012 年の事業開始以降，搬入登録者数が徐々に増加し，2016 年

度には年間稼働に必要な 8,000 トンのバイオマス材を調達する体

制ができた。搬入登録者は個人が中心であり，気仙沼市内の海岸

から山間部に在住する多くの市民の参画を目指した仕組み，普及・

啓発活動の成果が徐々にみられるようになっている。一方，搬入

登録者数が増加する中で，2015 年度以降，実際の搬入者の割合

は 20％未満にとどまっている。バイオマス材の買取数量の内訳

をみると，2016 年度からは４つの組織によるものが全体の約

80％を占めている。買取数量については増加傾向にあることから，

安定的にバイオマス材を搬出する組織，個人が固定層に絞られて

きていることが推定される。こうした固定層となる自伐林家，林

業経営体などとの連携，信頼関係が「木質バイオマス事業」を支

えていると考えられる。

　また，間伐材を認証する仕組みや地域通貨が導入され，地元の

山林所有者，企業，行政，専門家などが協働して地域内循環に取

り組んできたことが，こうした体制の早期の実現につながったと

いえる。例えば，地域通貨「リネリア」は常時約 1,000 枚流通し，

2012～2016 年度の累計発行金額は 1,000 万円相当で，2016 年度

にはスーパーで 54％，文具店で 20％，印刷店や海産物店で 10％

が利用された 26）。気仙沼市内に本社がある様々な業種で利用で

きる「リネリア」の認知度や普及率をさらに高めることが，「木

質バイオマス事業」の進展において重要である。

（２）「木質バイオマス事業」と市民

　市民アンケート調査の結果では，3 ha 未満という小規模な面

積で山林を所有する回答者の割合が最も高く，自分で山林管理を

行う回答者の割合は 30％前後であった。このような状況から，

林業の一環として「木質バイオマス事業」に加わることができる

市民は少ないことが示唆される。一方，「木質バイオマス事業」

への参加意欲をみると，職業や年代によって異なる傾向があり，

比較的若い世代や会社員・公務員などでの参加意欲が高い傾向が

あった。薪ストーブ利用に関心が高い市民においても参加意欲が

高く，市民のライフスタイルや余暇の過ごし方をふまえた「木質

バイオマス事業」の展開が重要となる。

　根本ら 27）によると，薪の家庭における年間消費量は 2,755 千

m3 と推定され，家庭による針葉樹材と広葉樹材を併用した自己

調達が多くなってきている。山林所有者でなくとも参加意欲があ

る市民が，薪ストーブの利用などをきっかけに山林作業に関わる

ことが，「木質バイオマス事業」に参画する市民の多様化やバイ

オマス材の供給に貢献する可能性がある。スギを中心とする人工

林の間伐に加え，薪に適した材がある広葉樹林やスギに次いで資

源量が多いアカマツ林に目を向けることも，持続的なバイオマス

材の供給を支える上で重要と考えられる。「木質バイオマス事業」

を１つの核にしながら，気仙沼市内にある森林資源の多様かつ総

合的な利用の仕組みをさらに充実させていくことが期待される。

（３）「木質バイオマス事業」における搬入登録者

　搬入登録者アンケート調査の結果では，搬入登録者の８割以上

が山林を所有し，そのうちの１割近くは 20 ha 以上という比較的

大きな面積で所有していた。搬入登録者は，所有山林の手入れや

収入源につながる，あるいは共感できる事業として「木質バイオ

マス事業」を認識していた。

　搬入登録者は 60～70 代の農林業従事者，林業や薪炭利用の経

験者が中心であり，登録はしたものの，搬入時間がない，道具・

機械が足りない，年齢的に厳しいなどの理由で継続して搬出する

のが困難な状況にあった。こうした人材不足や高齢化に対応する

ためにも，小規模な山林所有であっても，「木質バイオマス事業」

に関心がある搬入登録者が連携し，地域の山林全体からのバイオ

マス材を持続的に供給できる体制の構築が重要と考えられる。そ

して，作業道を作る重機や林内を運ぶ機械など，高額であるが作

業に不可欠な機械や道具を共同で確保したり，個人が安価でレン

タルできる仕組みなどが求められる。

　また，搬入登録者の多くは，「伐採」や「集材」などの森林作

業については，自らの経験や講習などを通し不安なくできるもの

の，「森林経営計画の立案」については，回答者の 95％近くが不

安であると答えていた。今後は，関心のある市民が共同で作業が

できる森林を確保するとともに，研修などを通し必要な林業技術

を習得し，森林経営や伐採計画の知識や経験を蓄積することが「木

質バイオマス事業」への参加意欲を高める上で重要となる。また，

「八瀬・森の救援隊」の活動では，「NPO 法人リアスの森応援隊」

のサポートを受けながら森林経営計画の策定に向けた事務手続き

や計画的な間伐を進めており，こうした事例を増やすことが対応

策として考えられる。

　以上の結果，考察をふまえた今後の研究上の課題として，木質

バイオマスを利用した地域内循環を進展するための方策を，市民

や搬出登録者の状況，意向を活かして検討することがあげられる。

また，小面積皆伐による広葉樹材の有効利用，スギやアカマツな

どの用材利用など，森林の更新やマツ枯れへの対応も含めたラン

ドスケープ計画の中で「木質バイオマス事業」をとらえ，その社

会的，生態的な価値を高めるための知見を蓄積していくことが期

待される。
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